
景観法第 8条第 2項第 2号関係

Ⅲ　良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

届出対象行為・規模

※1  一団の土地（一体的利用がなされている土地又は所有者が同一である土地）、又は隣接した土地において、同時に、又は引き続
き行うものであって、全体として一体的な土地の利用と認めれられる場合は、一の行為とみなす。

※2  都市計画法第 4条第 12 項に規定する開発行為

※3 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件（屋外にあるものに限る。）の外観
について行う照明

行為の種別

工作物の建設等

建築物の建築等 建築物の外観に係る部分の見付面積が 10 ㎡以上のもの

建築物の屋根に係る部分の表面積が 10 ㎡以上のもの

高さが 5ｍを超えるもの、又は道路に面する部分の延長が 15m以上の塀、垣、柵

太陽光発電施設
の建設等

事業区域の面積の合計が 1,000 ㎡以上のもの（※1）

土地の形質の変更
（開発行為を除く）

土地の形質の変更に係る部分の面積の合計が 500 ㎡以上のもの（※1）

開発行為（※2） すべて

屋外における土石、
廃棄物、再生資源
その他物件の堆積

堆積に係る部分の面積の合計が 500 ㎡以上のもの（※1）

木竹の伐採 伐採に係る部分の面積の合計が 500 ㎡以上のもの（※1）

対象規模

※用語の定義

　中規模建築物　建築面積 500 ㎡以上の建築物

　大規模建築物　建築面積 1,000 ㎡以上、又は高さ 15ｍ超の建築物

　低　  層  　階　建築物の地上 3階以下、かつ、高さ 10m以下の部分

　中　  層  　階　建築物の地上 4階以下、又は高さ 10m超 15ｍ以下の部分

　高　  層  　階　建築物の高さ 15m超の部分

　低 層 建 築 物　地上 3階以下、かつ、高さ 10ｍ以下の建築物

　中 層 建 築 物　地上 4階以下、又は高さ 10ｍ超 15ｍ以下の建築物

　高 層 建 築 物　高さ 15ｍ超の建築物

特定照明（※3）
上記の届出対象となる規模の建築物及び工作物の外観について行う特定照明の新

設・移設・改設及び色彩等の照明方式の変更

　前項「Ⅱ 良好な景観の形成に関する方針」に沿って景観形成を進めるため、建築等の行為の制限に関す

る事項を定めます。
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